
 

 

 

 

令和２年５月定例会 

宇土市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市教育委員会 
 

 

 

 

 

 



１．日  時  令和２年５月１１日（月）午前９時３０分開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  太田 耕幸教育長 近藤 修教育長代理 園田 寛子委員    

芥川 学委員  白井 正晴委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長 宮田 裕三  学校教育課長 田尻 清孝 

指導主事 太田黒 保宏  学校教育課総務係長 渡辺 佳助 

生涯活動推進課長 内田 雅之  文化課長 池田 和臣 

給食センター所長 藤本 勲   図書館長 久多見 さとみ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第４３号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例の一部を改正する条例につ

いて 

４ 議案第４４号 学校運営協議会の指定及び学校運営協議会委員の任命について 

（花園小） 

５ 議案第４５号 学校運営協議会委員の任命について（走潟小） 

６ 議案第４６号 学校運営協議会委員の任命について（緑川小） 

７ 議案第４７号 学校運営協議会委員の任命について（網津小） 

８ 議案第４８号 学校運営協議会の指定及び学校運営協議会委員の任命について 

（住吉中） 

９ 議案第４９号 学校運営協議会の指定及び学校運営協議会委員の任命について 

（網田小・網田中） 

１０議案第５０号 宇土市社会教育委員の委嘱について 

１１議案第５１号 宇土市公民館運営審議会委員の委嘱について 

１２議案第５２号 宇土市立図書館協議会委員の任命について 

１３議案第５３号 令和２年度宇土市一般会計補正予算について 

     

   報告事項 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      令和２年５月教育委員会定例会会議を開会いたします。４人の委

員全員が出席でありますので，この会議は成立いたします。 



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に白井委員・園田委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第２ 

太田教育長      本日の５月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第３ 

太田教育長      議案第４３号を議題といたします。本案について，学校教育課長 

から説明願います。 

 

田尻学校教育課長   （提案理由説明） 

 

 （質疑） 

近藤委員       園長が許可は分かるが，不許可や取消しについては不服審査等の 

問題はないのか。 

田尻学校教育課長   園長については，教育委員会の事務規則でひとつの事務を担って 

おり，最終的な判断は教育委員会になる。 

幼稚園との協議の元に改正を行うものである。 

最終的な不服審査は教育委員会が対応することになる。 

白井委員       学校も校長が許可するものがあり，不服審査は教育委員会が担い， 

校長が当事者の一人になるのではないか。 

近藤委員       法令的に問題が無ければいいが。 

田尻学校教育課長   全国的に見ても，教育委員会となっているところと園長になって

いるところがある。規則で委任する方法もあるが，今回は条例で

定めて園長が行うようにするものである。不許可等の不服審査に

ついては教示等で教育委員会と明示する。 

近藤委員       ４条の「在籍している園」が削除されているが，どちらの園でも 

利用できるということか。 

田尻学校教育課長   許可をその園で行うため，条例に記載する必要がないと考えてい 

る。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

 



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第４４号から議案第４９号を議題といたします。人事案の委 

嘱でありますので，一括して行いたいと思います。本案について， 

指導主事から説明願います。 

 

太田黒指導主事    （提案理由説明） 

  

（質疑） 

白井委員       今回提出されている学校以外は，新任等がないということか。 

太田教育長      鶴城中，宇土小，宇土東小はコミュニティースクールではなく， 

熊本版のコミュニティースクールの取り組みをされている。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５０号を議題といたします。本案について，生涯活動推進 

課長から説明願います。 

 

生涯活動推進課長   （提案理由説明） 

 

（質疑） 

なし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５１号を議題といたします。本案について，生涯活動推進 

課長から説明願います。 

 

生涯活動推進課長   （提案理由説明） 

 

（質疑） 

園田委員       村田千春さんはPTA連合会の役員だが，役職は何になるか。 

芥川委員       女性代表になると思う。副会長になられている学校もある。 

内田生涯活動推進課長 女性代表である。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５２号を議題といたします。本案について，図書館長から 

説明願います。 



 

中央公民館長     （提案理由説明） 

（質疑） 

近藤委員       村田さんは三役職を担われている。会議参加されないなどの問題

はないか。 

芥川委員       市ＰＴＡ連合会の中で役割が決まっている。役によってはいくつ

も担われる方もいる。欠席が多い場合もあるので，代理出席を認

めるなどの会議の招集方法を検討して欲しい。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５３号を議題といたします。本案について，各課長から順 

次説明願います。 

 

        （提案理由説明） 

           学校教育課長→生涯活動推進課長→文化課長→図書館長→給食セ

ンター所長 

   

（質疑） 

園田委員       ＧＩＧＡスクール構想で端末を整備することについて意義はない

が，それを年度内でどのくらいまで活用するのか。すでに４月，

５月が休業になっており，遠隔授業についてはネットワークの未

整備の場所もあり，端末の貸し出しについても学校外では使用で

きないと聞いている。６月から再開予定だが，再度休校になった

場合にどう対応するのか。 

           サポーターについて７月から計上してあるが，何をするのか。 

田尻学校教育課長   ＤＡＺＺ－ＳＴＹＬＥのネットワークに接続するのは学校内でし

かできない。持ち帰った場合は家庭内の通信環境を利用すること

になる。家庭内の環境整備については，今後の課題になってくる。 

園田委員       熊本市では，持ち帰りをして活用ができている。前倒しで整備と

いっても今更というような感じがする。 

太田教育長      ＧＡＧＡスクール構想については，令和元年度から５年度までの

５年間での計画だったが，コロナウィルス感染症対策により，国

が前倒しを打ち出した。その為，まずは環境の整備を行いその後

活用について検討を行う必要がある。本来であれば学校で使用す

るものであるが，現在のような休業の状況ではひとつの方法とし

て，持ち帰って使用できるものだと思う。 

園田委員       前倒しなので行うのは理解できるが，コロナウィルス対策で端末



以外に委員会として要望することはないのか。 

田尻学校教育課長   国が前倒しを行った為，端末は整備を行う必要がある。ソフト面

ではサポートを行えるようにＧＩＧＡスクールサポーターを置く

ようにしている。 

園田委員       そこは理解できる。コロナウィルス感染症対策であれば貸し出し

を行える端末を準備するなど他に考えられないか。 

田尻学校教育課長   一括購入を考えている。現在整備している端末の貸し出しについ

ては検討する必要がある。 

園田委員       今のものを貸し出しても，外では使用できないのではないか。 

渡辺総務係長     仕組みを説明すると，今回のＧＩＧＡスクール構想については，

前倒しの為当然予算化を行う必要がある。現在整備している端末

でも，今後整備する端末であっても学校でしか使えないものでは

ない。ただし，ネットワークに接続するにはＷｉｆｉやＬＴＥ等

のネットワーク環境が必要になってくる。端末を使用してＷｏｒ

ｄ等を使用することはできる。今後導入するものについては，ク

ラウドを利用し学習等が行えるように考えている。現状では家庭

内の環境も違うので，ネットワークに接続できない場合に端末を

使用して何を行うのか検討が必要である。ネットワーク環境につ

いても市内で差がある為，考慮しながら計画していく必要がある。 

園田委員       光の整備が完了していない地域に対しても早期完了できるように

担当部署へ要望して欲しい。 

渡辺総務係長     担当課と協議したが，整備については来年度以降で計画をしてい

るとのことだった。その整備状況によっても計画を検討する必要

がある。 

園田委員       ３月までも難しい状況なのか。 

渡辺総務係長     端末についても需要が多い為，今年度に納品があるかも不透明な

状況である。 

太田教育長      ネットワークに接続せずに，端末にドリル等を入れて活用するこ

とはできるか。 

渡辺総務係長     パソコンの容量の関係もあるが可能である。 

園田委員       ＤＶＤやＵＳＢを使用しデータを配布して活用する為のＵＳＢの

購入費等予算はないのか。 

渡辺総務係長     相当な数にもなるので，計上していない。 

園田委員       持ち帰って使用できる方法を検討して欲しい。 

太田教育長      導入後どのように使用するのか検討していく必要がある。 

渡辺総務係長     検討を行うにあたって，ＧＩＧＡスクールサポーターの導入をす

るため，予算計上をしている。 

近藤委員       ＧＩＧＡスクール構想はグローバルな人材を養うためなので，事



業名のコロナウィルス対策という部分は削除した方がいいのでは

ないか。 

           夏季休業日に授業があった場合エアコンの電気代等高額になり，

予算が不足するのではないか。 

田尻学校教育課長   不足する場合は補正を行う。 

渡辺総務係長     事業名はコロナウィルスによる前倒しの為，区別できるようにそ

のような名称になっている。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長    本日の日程は全て終了しましたので，令和２年５月の定例教育委員会

員会を閉会します。 

          

― 閉会 ―（午前１１時２０分） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

報告事項 

教育部長     ・政策会議の内容について 

学校教育課長   ・６月定例会の日程変更について 

指導主事     ・研修等の延期・中止等について 

         ・定例報告 

         ・臨時休業における課題 

          登校日，授業時数の確保，子どもの心ケア，生活リズム，生徒指導 

上の乱れ，学校訪問等 

         ・教育活動の再開について 

図書館長     ・図書館の再開時期，方法について 

給食センター   ・異物混入防止の取組みについて 

生涯活動推進課長 ・努力目標の修正について 

         ・社会体育施設と学校体育施設，中央公民館の休業及び再開時期につ 

いて 

文化課長     ・文化課所管施設の休館及び再開時期について 

 

太田教育長    宇城管内の会議があったが，学校訪問については中止をして子どもた

ちに向き合う時間を持つよう協議を行った。市の学校訪問も同じよう

な形にしたい。 

近藤委員     図書館の来館者が増加した場合の対応はどうするのか。 

久多見図書館長  時間制限を行う。また，予約本の貸し出しも行っている。 

近藤委員     本の消毒はどうしているのか。 



久多見図書館長  外側を行っている。中の紙については菌が残りにくいと聞いている。 

白井委員     授業再開は準備していく必要がある。夏休みや土曜日の授業について

は，休校が長引けば日程が不足する為，計画を立てておく必要がある。 

         教育委員会がけん引して，各学校で検討してもらう必要がある。 

         図書館の予約貸し出しについてはいい取組みである為，継続して欲し

い。 

         再開した時に登校できない子どもたちのフォローを考えておく必要が

ある。 

久多見図書館長  利用開始１６日の前日の１５日まで実施する。 

太田教育長    不登校への対応は学校へもこれまで以上にお願いしていく。 

太田黒指導主事  行事で必ず行わなければいけないものもある為，休業分の３１日を取

り戻すには行事を見直す等工夫する必要がある。 

園田委員     家庭状況の把握ができているのか。 

         ６月再開や第２波来た場合の対応，９月入学になった場合等で短期，

中期，長期的な計画を立てて，各項目について対応方法を考えておく

必要がある。 

太田教育長    準備をしておく必要があると意見をいただいた，そのようにしていか 

なければならない。 

         情報等については郵送等でお知らせしたい。 

学校教育課長   ６月の定例会は１０日の１５時から行いたい。 

         臨時休業が今月末になっているが，今後の状況で短縮になる可能性も

ある為，２０日の県と熊本市合同会議後に臨時委員会を開催したい。 

         ２１日に開催予定。時間は追って連絡する。 

 

 

   議事録署名 

         委員  白井 正晴 

 

委員  園田 寛子 


